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  長梅雨があけたと、ほっとしたらすぐに猛暑。体調はいかがでしょうか。
　忙しかった学期末を終え、やっと一息･･･子どもたちは楽しい夏休みを過ごしていることでしょう。
暑い中、備品点検や環境整備でみなさん大変でしょうが、二学期がスムーズに迎えられるよう頑張
りましょう。

　７月中に連絡した、事後確認について提出されたでしょうか。

扶養・住居・通勤手当については、毎年確認することが義務付け

られています。未提出の場合は手当が切られることになります。

　　各校の締切日までに提出してください。事務センターで証拠書類を基に適正に支給されているか

どうか、確認します。

　４月以降夏季休業終了時までに海外旅行にいかれる方は、計画書

等を添えて、校長の承認を受けてください。該当者からの届を基に

事務センターで報告書を作成し市教委へ報告することになります。

　夏季休業中には、リフレッシュも兼ねて、

旅行等に出かけられることもありますね。

　そのような時、互助会からスポーツ・レジャー・宿泊 互助会・共済の申請用紙は、それぞれの

利用補助があります。今年度より、補助額が１万円に ホームページよりダウンロードできますの

減額されましたが、請求は例年どうりですので、領収書 で、ご利用ください。

等を添付して請求してください。また永年会員旅行補助金

は、実際に旅行した領収書を添付しての請求となりました。 共済組合 http://www.kouritu.go.jp/mie/

申請用紙も変更されています。特にお忘れなく・・・・ 互助会 http://gojyokai.mie-kyoubun.or.jp/

　　この度、事務センターにFAX専用回線が増設されました。

皆様からの、問い合わせやご連絡も徐々に増えてくるにつれ、話中の状態が多くなり、ご迷惑をおかけ

することが多くなってきました。FAX専用回線の増設により、電話もつながりやすくなります。

　事務センターでは毎日、給与・総務・財務それぞれの担当者が勤務していますので、不明な点等ご

ざいましたら、今後とも事務センターへお問い合わせください。
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